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Ⅰ建築物の敷地と道路 

 

1．道路の役割 

建物は、道路に沿って建築され又建物が建築されれば、道路が整備されていくように建物の敷

地や市街地にとって道路は必要不可欠なものです。市街地は建物と道路によって形成されている

といってよく、道路は、人や物を運ぶという本来の目的の他に 

1．道路によって街区を整え、都市の機能を高める。 

2．空地としての役目を果たし、通風、採光、日照などの建築環境を整える。 

3．電気、ガス、水道、下水道、電話等の供給施設の配管、配線の場所を提供する。 

4．災害時の避難、消防活動を助け、火災の延焼防止の役目を果たす。 

  などがあります。 

 

2．建築物の敷地とは 

敷地とは、1 つの建築物又は用途上不可分な関係にある 2 以上の建築物のある 1 団の土地を言

います。例えば、1 敷地には 1 棟の住宅が原則ですが、その住宅の用途と切り離すことができな

い別棟の車庫、物置等を含めた土地のことです。 

この敷地はがけ崩れや浸水等の恐れのない衛生的で安全であることは勿論ですが、建築基準法

（以下「法」という。）で定められた道路に安全上支障のない形態で、2メートル以上接続するこ

とが必要です。（敷地の接道義務といいます。） 

 

3．建築基準法上の道路とは 

都市計画区域内では、道路と敷地及び建築物に関して数多くの制限がありますので、法では道

路とは何かをはっきりさせるため、次のもので幅員 4 メートル以上のものが道路であるとしてい

ます。（法第42条第 1項） 

⑴ 道路法による道路（同条1項 1号） 

  いわゆる公道であって、国道、県道、市町村道がこれに該当します。 

⑵ 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等による道

路（同条1項 2号） 

      都市計画として決定され、都市計画事業又は区画整理事業等によって築造されたものがこ

れに該当します。 

   ⑶ 法の規定が適用されるに至った際現に存在する道路（同条1項 3号） 

     都市計画区域内と指定されたとき、その区域にある幅員 4 メートル以上ある道のすべて

（公道、私道にかかわらず。）がこれに該当します。 
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   ⑷ 道路法、都市計画法、土地区画整理事業等で事業計画のある道路で、2 年以内に事業が執

行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路（同条1項 4号） 

   ⑸ 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法等の事業

によらないで築造する一定の基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受け

た道路（同条1項 5号） 

 

4．道路位置指定とは（法第42条 1項 5号） 

建築物を建築しようとする場合、その敷地に接する道路がないことがあります。その場合は、

土地の所有者等の承諾を得て、基準に適合する道路を築造し、道路としての位置の指定を特定行

政庁（北九州市長）から受けることが必要です。 

また、位置指定された道路は、建築基準法上の道路となり公道と何らかわらない制限を受ける

ことになります。（道路内建築制限、家屋への道路斜線制限等） 

 

5．最小敷地規模の原則 

街区を整え都市機能を高め建物相互の採光、騒音、通風、プライバシー等の居住環境の向上又、

火災時の延焼防止、避難及び消防活動等を考慮して 1 区画当たりの敷地面積は、次にかかげる⑴、

⑵の場合を除き原則として100㎡以上となるように努めて下さい。 

⑴ 既存の宅地で区画、形質の変更を伴わない敷地 

⑵ 公共事業等移転者、災害罹災者、地すべり等地域移転者、危険住宅移転者等で申請年度か

ら5年前の年度で移転を余儀なくされた者の敷地 

 

6．位置指定道路の地目及び維持・管理 

申請者は、位置指定道路部分を分筆、地目を公衆用道路とし、関係土地所有者の共有登記とし

てください。 

この場合、維持・管理については必ず関係土地所有者及び使用者で協議・決定してください。 

 

7．関係法令 

⑴ 建築基準法第42条（道路の定義） 

同  第 43条（敷地等と道路との関係） 

同 施行令第144条の 4（道に関する基準） 
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建築基準法 施行規則第9条（道路の位置の指定の申請） 

北九州市建築基準法施行細則第15条（道路の位置の指定の申請） 

同     第 15条の 2（通路の位置の標示） 

 

Ⅱ 都市計画法との関係 

 

無秩序な市街化を防止すると共に、公共施設及び公益施設の整備促進を図り、快適な居住環境づく

りを推進するため、市街化区域内での 1,000 ㎡以上の開発行為や市街化調整区域内での開発行為につ

いては、都市計画法に基づく開発許可が必要です。事前に都市戦略局指導部開発指導課との協議をし

て下さい。 

 

Ⅲ 道路位置指定までのフローチャート 

 

事前相談（付近見取図、計画図、公図、登記事項証明書） 

関係部局事前協議（開発許可、水路、里道、農地転用等） 

↓ 

基準の適合を確認 

↓ 

道路位置指定申請書の提出（工事90％以上完成後） 

↓ 

現地検査（手直しがある場合再検査） 

↓ 

起案・決裁（合議を含む） 

↓ 

公 告（市広報に掲載） 

↓ 

道路位置指定通知書の交付 
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Ⅳ 道路位置指定の手続き 

 

位置指定道路は、申請に基づいて特定行政庁（北九州市長）から指定を受けなければなりません。

そこで、位置の指定を受けた道（法第 42 条第 1 項第 5 号）が、建築基準法上の道路として取り扱わ

れることになります。道路は私道ではありますが道路部分は建築物や工作物等の制限を受けることに

なりますので、申請に際しては申請書の他に各種の添付図書が必要となります。申請の方法等の手続

は、次のとおりです。（なお、位置指定道路は、法42条の道路に接道しなければなりません。） 

 

1．申請書に添付する書類 

⑴ 委任状          ア．代理人が申請する場合（又はその写し） 

⑵ 承諾書          ア．申請道路の所有者及び権利者の承諾印 

イ．承諾年月日、地名地番、住所氏名の記入 

ウ．里道・水路等の公有地を含む場合は議事録 

⑶ 印鑑（登録）証明書    ア．承諾者の印鑑（登録）証明書 

イ．法人の場合は、履歴事項全部証明書添付 

ウ．発行後3ケ月以内のものに限る 

⑷ 土地の全部事項証明書   ア．申請道路の土地全部事項証明書 

イ．発行後3ケ月以内のものに限る 

ウ．承諾者の住所が印鑑（登録）証明書、と一致しない場合は、

住民票等で確認できること 

⑸ 排水計画書        ア．水路等に排水する場合は水利権者と協議すること 

⑹ その他の必要書類     ア．申請道路が農地の場合は、農地転用許可書の写若しくは 

農地転用申請書の受理証明書又は農地転用届出書の写 

イ．申請道路が宅地造成等規制法により築造された道路であ 

る場合は、宅地造成に関する工事の検査済証の写 

ウ．申請道路が里道・水路等の公有地に関係する場合は、そ 

の占用許可書の写又は加工等の承認書の写 

エ．里道・水路等の公有地を買収した場合は、それを証する 

書類 

オ．都市計画法の開発許可道路に接続する場合は、検査済証 

を添付する事 

力．その他必要とするもの



 - 5 - 

2．申請書に添付する図面 

⑴ 附近見取図        ア．方位、縮尺（1／2,500程度） 

イ．申請位置（赤で着色） 

ウ．隣接家屋の占有者名を記入する 

家屋が所在しない場合は道路・水路等の目標物から申請 

道路までの距離を明記する 

⑵ 公   図        ア．造成地の境界の表示（赤線で囲む） 

イ．方位 

ウ．申請道路の位置（点線） 

申請道路は宅地から分筆し、地目を公衆用道路に変更 

済みであること 

エ．申請道路は赤で着色 

オ．隣接道路、水路等の表示 

カ．造成区域内の地番全て記入 

キ．申請道路、開発区域内の土地及び隣接する土地の 

地番、所有者名及び地積を明記する 

ク．土地家屋調査士の署名又は記名押印 

⑶ 平面図          ア．方位、縮尺（1／300 最低） 

イ．申請道路（赤で着色） 

ウ．幅員、延長（起点、終点） 

エ．造成地の境界（赤線で囲む） 

オ．法42条の道路に接続すること（道路種別を記入） 

カ．水路、取付道路の幅員記入（境界が不明確なとき境界 

査定する） 

キ．都市計画道路がある場合又は、土地区画整理による予 

定道路がある場合はその位置を明示 

ク．取付道路が法第42条 1項 4号の場合は、取付道路と申 

請道路との取合いを図示 

ケ．側溝、杭（コンクリート）、擁壁等の位置 

コ．すみ切りは、長さ2ｍの二等辺三角形 

サ．宅地割りを記入 

シ．既存道路及び計画道路の道路種別・位置・幅員・後退 

線を記入 

ス．設計者の記名 
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⑷ 道路縦横断面図他     ア．縦断面 （1／300 最低） 

イ．横断面 （1／30 最低） 

ウ．宅地造成に伴い擁壁等を築造する場合は、断面図、構 

造図等を添付する。尚、Ｈ＝2,000mmをこえる擁壁を 

築造する場合は、工作物の確認申請を工事前に審査課 

に提出し確認を受ける。また、工事中に変更等がおこ 

る場合は、事前に変更等の手続きを行い、手続き完了 

後、工事を継続する事。（注記：未手続きの場合は建築 

準法違反となり、道路位置指定並びに建築確認が出来 

なくなりますので注意して下さい。） 

尚、擁壁工事が完了すれば完了届を審査課へ提出し、 

検査を受け、検査済証の写しを添付する。 

エ．設計者の記名 

⑸ 求積図          ア．宅地、道路の求積 

                 イ．1宅地ごとの面積を算出し、宅地面積の合計を出し道 

路部分については道路の面積を算定し、開発面積の総 

合計を出す 

ウ．測量士又は土地家屋調査士の記名 

エ．上記を満たすものであれば、登記済みの地積測量図の写 

しに代えることができる。 

⑹ 排水計画図        ア．公共下水道、水路等に接続するまでの排水図 

イ．設計者の記名 

⑺ 竣工写真         ア．サービス版 1部 

 

3．申請書の提出部数及び製本 

⑴ 申請書は正本、副本各1通の計2通を提出する。 

⑵ 申請書はＡ4版の左綴りとする。 

 

Ⅴ 位置指定道路の基準 

 

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等の事業によらないで一定の基準に

適合する道で、築造主の申請に基づいて特定行政庁から指定を受けたものであれば、法に基づく道路

として取扱われることになります。（法第42条第 1項第5号） 
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この制度のうち「一定の基準」として、位置指定道路の形状や構造基準が建築基準法施行令（昭和

25年政令第338号）第144条の 4に定められています。 

 

1．申請道路の起点 

申請道路の起点は、接続する既存道路の境界線とする。 
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2．申請道路の延長 

申請道路の延長の計測は、申請道路の起点から末端の側溝又は縁石までを当該道路の中心線に

沿って行い、勾配のあるときは実延長とする。 
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3．申請道路の幅員 

申請道路の幅員は、4メートル以上とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．申請道路の形状・転回広場等の基準 

申請道路の両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからニまでの場合にお

いては袋路状道路とすることができる。 
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イ．延長が35メートル以下の場合 

 

 

 

 

 

 

ロ．終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の回転に支障がないものに接続してい

る場合（下図参照） 
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ハ．延長が 35 メートルをこえる場合で、終端及び区間 35 メートル以内ごとに建設大臣の定める

基準（建設省告示昭和45年第 1837号）に適合する自動車転回広場が設けられている場合。 

 

 

 

 

(ｱ) 転回広場の一般的な例 
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(ｲ) 転回広場の位置 

 

 

 

ニ．幅員が6メートル以上の場合 
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5．すみ切り基準 

⑴ 道が同一平面で交差、接続又は屈曲する箇所で内角が 120 度未満の場合は、すみ切りを設ける

こと。 

 

 

 

⑵ 角地に堅固な建物又は擁壁がある場合等で、すみ切りがとれない場合は下表の基準により、片

側すみ切りとすることができる。 
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⑶ 歩道又は水路が設けてある既存道路に接続する申請道路のすみ切りは、当該道路の管理者の同

意があるものに限り、歩道部分に設けることができる。 

 

⑷ 法第42条 2項道路に接続する場合。 

 

 

⑸ 法第42条 1項 4号道路に接続する場合。 
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6．申請道路の構造基準 

道路の構造は、次のとおりとすること。 

ア．指定道路は、ぬかるみとならない構造とするため、砂利敷（厚さ 15cm 程度）、コンクリー

ト又はアスファルト舗装等とすること。 

イ．指定道路の路肩は崩壊することがないものとすること。又指定道路が他の部分の崩壊等に

より欠損するおそれがある場合は、その部分を崩壊しないよう保全すること。 

   ウ．落下の恐れのある側溝には、蓋を設けること。 

 

7．申請道路の勾配 

申請道路の縦断勾配は12パーセント以下とし、かつ階段状でないものであること。 

 

 

8．申請道路の排水基準 

⑴ 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。 

⑵ 形状、寸法及び設置数は、側溝延長及び排水流量により有効に設置すること。 

 

 

9．申請道路の位置の明確化 

⑴ 位置を明確にするため、道の起点、交点、屈曲点及び終点には、耐久性のある標示くい等を

設置すること。 

⑵ コンクリート造の側溝等があり位置が明確にわかる場合は、標示くいを設けないことができ

る。 
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印 

注記  １．隣接する土地の地番、地目、所有者の住所氏名まで記入 

    ２．土地家屋調査士の記名押印、公図作成年月日、方位、水路、既存道路の位置等を記入 

    ３．土地家屋調査士の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。 

  ※ 本公図は法務局に備付されている公図に基づくものではありませんので、道路位置指定の申請図書作成

の為のみに参考にしてください。 
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第７号様式（細則第１５条関係） 

道 路 位 置 指 定 申 請 書       

建築基準法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を申請します。 

この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

  年  月  日 

北 九 州 市 長 様 

申請者 氏名                  

1 申請者住所氏名 電話         番 

2 代理人住所氏名 電話         番 

3 私 道 の 位 置 北九州市      区 

4 道路築造の時期 年  月  日着工          年  月  日完了 

5 

道 

路 

の 

概 

要 

⑴図面の符号 ⑵道路の幅員 ⑶道路の長さ ⑷関係土地の地番 

 ｍ ｍ 

    

    

    

⑸ 道路の長さの合計 ｍ 

⑹ 自動車の転回広場 箇所数        ，  面積          ㎡ 

6 市 街 化 区 域   内 ・ 外 7 宅地造成規制区域    内・外 

8 宅 地 造 成 面 積 
道 路 面 積        ㎡ 合 計 

㎡ 宅 地 面 積        ㎡ 

9 そ の 他 必 要 事 項 用 途 地 域－ 

※  受 付 欄 ※ 備   考   欄 ※  決   裁   欄 

   

指定番号 

第         号 

指定年月日 

令和  年  月  日 

（注意）１ ※印のある欄は、記入しないこと



 

第８号様式（細則第１５条、第１６条関係） 

 

承   諾   書 

 

建築基準法               の規定による私道の      について、 

 

 

建築基準法施行規則第９条に定める    の       として異議なく承諾します。 

                     

承諾年月日 関係土地の地番 住 所 氏 名 印 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第４２条第  項第  号 

付   則  第 ５ 項 

指 定 

廃 止 

土 地 

建 物 

所 有 者 

権 利 者 

管 理 者 



 

排  水  計  画  書 

 

   年   月   日 

 

北九州市長 様 

 

申請者住所 

氏名             印 

 

 

この道路位置指定の申請を行うに当り、下記申請区域内の雑排水及び雨水につい

ては、下記のとおり処理します。 

なお、本申請地の排水処理について、他より異議ある時は、直ちに申請者の責任

において解決し、市及び他には一切迷惑をかけないことを誓います。 

 

 

記 

 

 

１．申請区域 

 

 

 

２．排水経路 

 

 

 

３．下水道処理区域 

1. 内 

2. 外 

 

 

（注意）１ 申請者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。 



道路位置指定の手引きの補足 
 

手引きの対象ページ：４ページ 

 

１．申請書に添付する書類 

(3)印鑑（登録）証明書，(4)土地の全部事項証明書について 

 

・印鑑（登録）証明書の住所が全部事項証明書と一致しない場合については、 

住民票・除票等（法人の場合は履歴事項全部証明書等）で経過が確認できる資 

料を添付してください。 

 

・相続登記がなされていない場合については、相続関係図及び戸籍謄本等の確認 

ができる書類を添付のうえ、相続対象者全員（法定相続人）からの承諾書を添 

付してください。 



道路位置指定の手引きの補足（その２） 

●位置指定道路の本受付および現地検査について 

 

１．検査は位置指定道路の申請が本受付となった後に行います。 

 （本受付の条件） 

  ・工事が完了していること 

   ※表層の施行を建築行為の後に行う場合は路盤の完了時でＯＫ。 

  ・確定測量及び道路部分の分筆と地目変更の登記が完了していること。 

  ・申請書類の審査がおおむね完了していること。 

   

２．検査日は本受付時に申請者（代理者）と協議して決定します。 

※担当者が不在の場合がありますので、本受付にお越しの際は 

    事前にご連絡くださるようお願いします。 

   ※本受付時には手数料の納付が発生しますので、１５時３０分までに 

    建築審査課へお越しください。 

 

３．検査当日に用意していただくもの。 

  ・巻尺（幅員、延長等を計測しますので、ある程度の長さが測れるもの） 

  ・勾配計（道路が水勾配程度で明らかに不要な場合を除く） 

 

４．検査のながれ 

  ・立会人の確認（原則：代理人） 

    ※各部の計測を行っていただきますので、立会人が２名ほど 

居ると検査がスムーズに進みます。 

   ↓ 

  ・検査（記録を残すため要所で写真を撮影しながら行います） 

    <検査項目> 

     各部計測…接続元の道路幅員／２項道路のセットバック／ 

すみ切の形状／道路の幅員／道路の延長／ 

転回広場の形状／道路の勾配 

     目視検査…道路の形状／道路の境界の明示 

   ↓ 

  ・検査総評（検査の合否、指摘事項の確認） 

    ※検査チェックシートに立会人のサインをいただきます。 

   ↓ 

  ・検査完了 



令 和 5 年 9 月 26 日 

北 九 州 市 建 築 都 市 局 

建築審査課・開発指導課 

 道路位置指定を計画されている方へ（お知らせ）  

 

 申請には開発指導課の確認印が必要になります  
 

道路位置指定は建築基準法 42 条 1 項 5 号に該当する道路として、特定行政庁

（北九州市）から位置の指定を受けた道路で、「道路位置指定の手引き（北九州市

建築都市局指導部）」によって手順が定められています。 

※道路位置指定の計画は、都市計画法に基づく開発許可の対象外である事の確認

が必要であり、これまでもお知らせしてきたところです。 

 

同手引きでは、工事着手前に建築審査課と事前相談を行うと共に、関係部署の

開発指導課と開発許可の要不要について協議を行う事になっています。 

しかし、開発指導課との協議が整わないまま工事に着手し、竣工後に整備した

道路の改造など、手戻りによる新たな費用負担や路面の損傷などの事態が生じる

事案が多々見られます。 

 

■道路位置指定を受けるにあたり、建築審査課と行う事前相談の早い段階で、開発

指導課とも協議を行い、計画が開発許可に該当しない事を確認してください。 

 

■今後、開発指導課は事前協議が完了した時点で、計画平面図に「開発指導課確認

済み」の確認印を押印します。  

（※令和 5 年 10 月より運用開始） 

 

■上記の押印された図面の写しを、事前相談完了までに建築審査課担当者へ提出し

てください。 

※道路位置指定の本申請時にも、開発指導課確認済みの図面の写しを申請書類に

添付してください。 

 
【参考】 

※開発指導課による、事前協議の主なチェックポイントは、以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 〇道路位置指定を受ける道路を含め、この道路に接道する敷地の面積の合計が

1,000 ㎡以下であるか。 

   ⇒1,000 ㎡以上は開発許可が必要 

 

 〇道路位置指定を受ける道路の配置は、造成エリアの敷地（区画）の接道条件を

満足する、必要最小限の延長となっているか。 

   ⇒建築基準法の接道条件を解決するための道路であるため 

 

 〇道路位置指定を受ける道路の端部に未利用地が連続する場合、段差（柵、コン

クリートブロック、のり面など）を設けているか。 

   ⇒地域の方々等に道路の範囲と行き止まりを明確にするため。 

 

 ※市街化調整区域については別途協議をお願いします。 


